
令和８年度ＡＳＰＡＣバイヤーとの商談会 

参加者募集要領 
 

令和８年４月 24 日 

新 潟 県 産 業 政 策 課 

 

１ 目的 

シンガポール等への商流構築・販路開拓のため、県内企業に対し、「ＡＳＰＡＣ

（アジア・太平洋地域会議）」で来県したバイヤーとの商談機会を提供することに

よって、海外販路開拓を支援する。 

 

２ 事業概要 

  ＡＳＰＡＣバイヤー10社程度と県内事業者を対象とした商談を実施する。 

 (１) 商談日時 

    「ＡＳＰＡＣ」開催期間中を想定 

 (２) 商談方法 

    バイヤーが、参加事業者の事業所、工場等を訪問し、製造環境、製造工程を

直接確認した後、商談会場にて商談を行う（予定）。 

（３）参加予定のバイヤー※商談バイヤーは調整中 

シンガポール等からレストラン、食品、雑貨等の小売・卸関係のほか、現地

ディストリビューター等の 10名程度を想定 

 

３ 応募対象者 

新潟県内に本社または主たる事業所を有する県内事業者 

 

４ 参加事業者数 

  10社程度 

   

５ 対象商品 

  県産品（加工食品、調味料、酒、カトラリー、キッチン用品等） 

 

６ スケジュール（予定） 

  ４月 24日            参加事業者募集 

  ５月 20日        参加事業者決定 

５月 21日～６月５日 オンライン商談の調整・実施 

  ６月 12日～６月 14日 ＡＳＰＡＣ商談 

  ※詳細は参加者に別途お知らせします 

 

 

 



７ 参加申込み 

(１) 申込方法 

別紙「商談会参加申込書・商品エントリーシート」を記入の上、以下担当宛

てに電子メールで提出してください。 

(２) 申込期限 

令和８年５月 12日（火） 

 

８ 参加費用 

  参加費無料 

ただし、商品サンプルに係る費用及び商品サンプルを試食提供する際の付帯費用

等の商談にかかる費用は参加事業者が負担すること。 

     

９ 問合せ・申込書提出先 

  新潟県産業労働部 産業政策課 国際経済グループ 

  TEL:025-280-5147 

    E-mail:ngt050010@pref.niigata.lg.jp 

 

10 その他 

バイヤーの通訳は、県で手配する予定です。 

 

※本事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。 


